
内閣府 地方分権改革推進室

あなたの声で
日本の法律・制度が変わる！

あなたの声で
日本の法律・制度が変わる！
～地域の課題を提案募集方式で解決してみよう～



本日のポイント

地方分権改革は…
権限移譲や規制緩和等を推進することで、
国は、本来果たすべき役割を重点的に担うとともに、
住民に身近な行政は、できる限り地方公共団体が担えるようにする取組
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地方からのボトムアップにより国の制度を変えられる

地域が直面する課題解決のネックが国の制度である場合
地方公共団体が内閣府に制度改正を提案 し、
（※対象：地方公共団体への事務・権限の移譲、地方に対する規制緩和）

内閣府が地方公共団体に代わって各府省と折衝することで、地方が使いやすい
制度に改善し、地方創生に資する

※

提案募集方式は…2

個性を活かし自立した地方の実現・住民サービスの向上 1



地方分権改革の考え方と
提案募集方式の概要
地方分権改革の考え方と
提案募集方式の概要1
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内閣 主な経緯

福田内閣平成19年9月～平成20年9月

麻生内閣平成20年9月～平成21年9月

鳩山内閣平成21年9月～平成22年6月

地方分権改革のこれまでの歩み

宮澤内閣平成3年11月～平成5年8月

細川内閣平成5年8月～平成6年4月

羽田内閣平成6年4月～平成6年6月

村山内閣平成6年6月～平成8年1月

橋本内閣平成8年1月～平成10年7月

小渕内閣平成10年7月～平成12年4月

森内閣平成12年4月～平成13年4月

小泉内閣平成13年4月～平成18年9月

平成5年6月 地方分権の推進に関する決議（衆参両院）

平成7年5月 地方分権推進法成立

平成11年7月 地方分権一括法成立
平成13年7月 地方分権改革推進会議発足

平成7年7月 地方分権推進委員会発足 （～Ｈ１３.７）
※Ｈ８.１２第１次～Ｈ10.１1第５次勧告

（議長：西室泰三）
平成14年6月～平成17年6月 骨太の方針（閣議決定）

三位一体改革(国庫補助負担金改革、税源移譲、交付税改革)

第
１
次
分
権
改
革

第
２
次
分
権
改
革

安倍内閣
（第1次）

平成18年9月～平成19年9月
平成18年12月 地方分権改革推進法成立
平成19年4月 地方分権改革推進委員会発足

※H２０.５第１次～Ｈ２１.１１第４次勧告
（～Ｈ２２.３）

（委員長：丹羽宇一郎）

（毎年）

（委員長：諸井 ）
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内閣 主な経緯

地方分権改革のこれまでの歩み

菅内閣平成22年6月～平成23年9月

野田内閣平成23年9月～平成24年12月

菅内閣令和2年9月～

（第2次・第3次・第4次）
安倍内閣平成24年12月～令和2年9月

平成23年4月 国と地方の協議の場法成立
第１次一括法成立

平成23年8月 第２次一括法成立

平成25年3月 地方分権改革推進本部発足
平成25年4月 地方分権改革有識者会議発足
平成25年6月 第３次一括法成立

第
２
次
分
権
改
革

（義務付け・枠付けの見直し、都道府県から市町村への権限移譲）

（義務付け・枠付けの見直し、都道府県から市町村への権限移譲）

平成26年5月 第４次一括法成立（国から地方、都道府県から指定都市への権限移譲）

平成27年6月 第5次一括法成立（義務付け・枠付けの見直し、国から地方、都道府県から指定都市等への権限移譲）

平成28年5月 第6次一括法成立（義務付け・枠付けの見直し、国から地方、都道府県から指定都市等への権限移譲）

平成29年4月 第7次一括法成立（義務付け・枠付けの見直し、都道府県から指定都市等への権限移譲）
平成30年6月 第8次一括法成立（義務付け・枠付けの見直し、国から地方、都道府県から中核市への権限移譲）

令和元年5月 第9次一括法成立（義務付け・枠付けの見直し、都道府県から中核市への権限移譲）
令和2年6月 第10次一括法成立（義務付け・枠付けの見直し、都道府県から指定都市への権限移譲）

平成26年6月 「地方分権改革の総括と展望」取りまとめ

（義務付け・枠付けの見直し）

（本部長：内閣総理大臣）

（座長：神野直彦）

平
成　

年
〜
提
案
募
集
方
式
の
導
入

26
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地方分権改革のこれまでの成果

第1次地方分権改革

● 機関委任事務制度(知事や市町村長を国の機関と構成して国の事務を処理させる仕組み)の
    廃止と事務の再構成
● 国の関与の新しいルールの創設(国の関与の法定化等)
● 権限移譲 例：農地転用(2～4ha)の許可権限(国→都道府県) 　　　　　　　　　　　等

（平成11年7月成立、平成12年4月施行/475本の法律を一括して改正）等
地方分権一括法の概要
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地方分権改革のこれまでの成果

①未熟児の訪問指導等(都道府県→市町村)、②三大都市圏の既成市街地等に係る用途地域等の都市計画決定(都道
府県→市町村)、③病院の開設許可(都道府県→指定都市)、④都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区
域マスタープラン)に関する都市計画の決定(都道府県→指定都市)

①看護師など各種資格者の養成施設等の指定・監督等、②商工会議所の定款変更の認可、③自家用有償旅客運送の
登録・監査等

❶ 地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)(第１次・第２次・第３次一括法等)

❷ 事務・権限の移譲等(第２次・第３次・第４次一括法等)

❸ 国と地方の協議の場(平成23年4月「国と地方の協議の場に関する法律」成立)

（1）国から地方

（2）都道府県から市町村

施設・公物設置管理の基準

協議、同意、許可・認可・承認

公営住宅の入居資格基準及び整備基準、道路の構造の技術的基準、
保育所の設備及び運営に関する基準
三大都市圏等における都道府県の都市計画決定に係る大臣同意協議の廃止

例

例

第2次地方分権改革
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地方分権改革のこれまでの成果

提案募集方式による取組(平成26年～、第５次～第10次一括法等)
個々の地方公共団体等から地方分権改革に関する提案を広く募集し、実現・対応

【これまでの懸案が実現したもの】
農地の総量確保のための仕組みの充実及び農地転用許可の権限移譲(４ha超：国→都道府県)、
新たな雇用対策の仕組み(地方版ハローワーク等) 等

【地域の具体的事例に基づくもの】
小規模な給水区域の拡張による水道事業の変更認可又は届出に係る水需要予測の簡素化

【地方創生、人口減少対策に資するもの】
病児保育事業に係る看護師等配置要件の趣旨の明確化

例
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地方分権改革のイメージ

第1次地方分権改革

国

国と地方の関係を
上下・主従関係から、対等・協力関係に

（縦から横へ）

平成5年～

地方

国 地方

第2次地方分権改革

地方の提案により、豊かな住民生活につながる好循環

国主導による改革
個別法令の見直しで、地方の裁量・決定権限を拡大
（地方に力を付与）

地方の発意に根ざした改革
提案募集方式の導入（平成26年～）により、
地方の発意で国の制度改革を推進
（地方が主役）

平成18年～

平成26年～

国 地方

国 地域住民
（住民サービス）地方
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「地方分権改革」は地域課題を解決する地方創生のツール

地方分権とは

地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫
により課題解決を図るための基盤となるものであり、
地方創生における極めて重要なテーマである。
(令和2年の地方からの提案等に関する対応方針〈令和２年12月18日閣議決定〉〈抄〉)
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「地方分権改革」は地域課題を解決する地方創生のツール

改革の手法
現場の声や日常の業務を通じ、各地方公共団体が、国が行う事務・権限や、全国一律に定める基準等について、
地域の課題として発掘。たとえば、

「提案募集方式」（平成26年～）を活用し、
各地方公共団体からの制度改正等に関する提案により地域の課題を解決

① 地域の実情に合わなくなった（例：過疎化） ② 新たな取組を行う上での支障となっている（例：企業誘致）

住民サービスの向上等
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提案募集方式の概要

提案募集方式の主体
①都道府県及び市町村(特別区を含む。)
②一部事務組合及び広域連合
③全国的連合組織
④地方公共団体を構成員とする任意組織

提案検討のための「三つの後押し」
①事前相談 -提案内容補強の後押し-
▶地方公共団体から出向の調査員が提案実現のために必要な論点等を丁寧に助言。

②共同提案 -仲間づくりの後押し-

③内閣府及び専門部会による各府省ヒアリング -提案実現の後押し-
▶自分で思いつかなくても、他の地方公共団体の提案に相乗り可。提案の説得力を充実。

▶重点事項は、内閣府及び提案募集検討専門部会が各府省と法的な観点から議論。

住民の

声

地域住民 地方公共団体等

「地方公共団体への事務・権
限の移譲」、「地方に対する規
制緩和」について、具体的支障
事例や制度改正による効果と
あわせて提案

アイデアを
提案

待機児童問題が…

相談に乗ってほしい

手続きが大変

負担が大きい…

介護が不安…

人手が足りない…
職員

事業課
地方分権改革
担当（課）

①事前相談・提案

④関係府省回答

②検討要請

⑥再検討要請

③回答

⑦再回答⑧関係府省再回答

内閣府 各府省

地方分権改革推進室

地方分権改革有識者会議・
提案募集検討専門部会

ご提案への
対応はなかなか
難しいですね

議論の中で色々な
支障があることは
分かりました。

ではこうしましょう

必要に応じて
問い合わせ等 ⑨対応方針の閣議決定（年末）

⑤関係府省回答に
　対する見解

制度改正等住民サービスの
向上等が可能に
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